
因島医師会介護老人保健施設ビロードの丘 
（介護予防）通所リハビリテーション事業重要事項説明書 

 
１ 事業所の概要 

事業所名 因島医師会介護老人保健施設ビロードの丘 
所在地 広島県尾道市因島中庄町１９５５番地 
利用定員 ４５名 
連絡先 ＴＥＬ ０８４５－２４－１２９２ 
 ＦＡＸ ０８４５－２４－１２０５ 
営業日 月曜日から日曜日 
営業時間 ８：３０～１７：００ 
サービス提供時間 ９：２０～１５：３０ 
休日 １２月３１日～１月３日 
通常のサービス提供地域 尾道市因島地区（但し、尾道市因島重井町細島地区を除く） 

 
２ 事業所の職員体制 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
３ 職務内容 
  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。また、その業務を事業の 

責任者に代行させることができる。 
 医師は、利用者の病状及び心身の状況を把握し、必要な医学的対応を行う。 

  療法士は、利用者の必要に応じて個別的なリハビリテーション等を行う。 
  介護職員は、利用者に必要な介護及び日常生活の援助を行う。 
  栄養士は、利用者の栄養管理・栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行う。 
４ サービスの目的及び運営方針 

・通所リハビリテーションは、利用者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生 
活を営むことを目的とし、理学療法・作業療法・言語聴覚療法、その他必要なリハビリテーショ

ンサービスを提供することにより、利用者の生活機能の維持・向上を図ります。 
 
５ サービスの内容 

全身状態の観察 
日常生活の相談・援助 
個別リハビリテーションの提供（理学療法・作業療法・言語聴覚療法等） 
レクリエーション 
食事の提供        
入浴サービスの提供 
専用車による送迎 
栄養改善サービス 
口腔機能改善サービス 

 
 
 
 
 

 
６ サービス計画・サービス提供の記録等 

・利用者の日常生活の状況およびその意向を踏まえて、利用者の居宅サービス計画（ケア 
プラン）に沿って、「通所リハビリテーション計画書」を作成し、利用者に説明の上交付

し、計画的にサービスを提供します。 
・サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「通所リハビリテーションカルテ」等の 
 書面に、サービス内容等の必要事項を記入します。 
・「通所リハビリテーションカルテ」等の記録を作成した後２年間はこれを適正に保管し、 
 利用者の求めに応じ閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。 

 
７ 利用者の負担金 
 

① 通所リハビリテーション費【大規模型】                 (１割負担分) 

区分 
１時間以上 

２時間未満 

２時間以上 

３時間未満 

３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

5 時間未満 

5 時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

7 時間未満 

要介護１ ３５７円  ３７２円 ４７０円 ５２５円 ５８４円 ６７５円 

要介護２ ３８８円  ４２７円 ５４７円 ６１１円 ６９２円 ８０２円 

要介護３ ４１５円  ４８２円 ６２３円 ６９６円 ８００円 ９２６円 

要介護４ ４４５円  ５３６円 ７１９円 ８０５円 ９２９円 １，０７７円 

要介護５ ４７５円  ５９１円 ８１６円 ９１２円 １，０５３円 １，２２４円 

リハビリテーション提供体制加算 １２円 １６円 ２０円 ２４円 

  
 
  
 

各種加算                              （１割負担分） 
入浴介助加算 ４０円 

移行支援加算 １２円 

サービス提供体制強化加算Ⅱ １８円 

退院時共同指導加算 ６００円 

送迎減算（片道） ▲４７円 

介護職員等処遇改善加算Ⅲ（所定単位数の６６／１０００） 式での算出額 

 
 
 

 
介護予防通所リハビリテーション費            (１割負担分) 
要支援１ ２，２６８円／月 
要支援２ ４，２２８円／月 
要支援１減算 ２，１４８円／月 
要支援２減算 ３，９８８円／月 

 
各種加算（参考）                          （１割負担分） 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回） ２０円 
一体的サービス提供加算 ４８０円 
科学的介護推進体制加算 ４０円 
介護職員等処遇改善加算Ⅲ（所定単位数の６６／１０００） 式での算出額 
サービス提供体制強化加算Ⅱ（要支援１） 
サービス提供体制強化加算Ⅱ（要支援２） 

７２円 
１４４円 

区分 職種 常勤 非常勤 
管理者 医師 １名  

 
サービス提供者 

 理学療法士 ３名 ２名 
 管理栄養士        １名  
 介護職員 １０名以上 

 歯科衛生士  ２名 



 
② 実費負担（通所リハビリ・介護予防通所リハビリ共通）            （税込み） 

給食（施設内で調理したもの） ７４５円 
弁当（施設外で調理したもの）普通食 ４９０円 
おやつ代Ａ １１０円 
おやつ代Ｂ ５５円 
尿取りパッド（レギュラー） ２１円 
尿取りパッド（ワイドロング） ４７円 
リハビリパンツ（Ｍ～L サイズ） ９６円 
リハビリパンツ（L～ＬＬサイズ）  １０７円 
ファイル代（初回時のみ） ２２０円 

＊介護保険外のサービスとなる場合（サービス利用料の一部が支給限度額を超える場合を含む） 
には、全額自己負担となります。 
＊介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に居宅介護支援専門員 
から説明の上、利用者の同意を得ることになります。 

 
８ キャンセル（介護予防は除く） 

キャンセルの時期 キャンセル料 
サービス利用日の前日(午後５時) 無 料 
サービス利用日当日 利用者の負担金の１００％ 

・利用者の都合によりサービスを中止にする場合には、サービス利用日の前日（午後５時）までに

ご連絡ください。なお、当日のキャンセルは、キャンセル料を申し受けることになりますので、

ご了承ください。(ただし、利用者の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャ

ンセル料は不要です。当日午前８時までに下記にご連絡ください。) 
 

＊ 連絡先  TEL （０８４５）２４－１２９２ 
     （営業時間外は留守番電話となっています。） 

 
９ サービスの終了 

・利用者の都合で契約を解除する場合 
サービス終了を希望する１週間前までにお申し出ください。 

・当施設から契約を解除する場合 
利用者負担金を３ヶ月以上滞納した場合 
利用者の著しい不信行為により、契約を継続することが困難となった場合 

・自動終了 
利用者が介護保健施設や医療機関に入所又は入院した場合 
利用者が介護認定を受けられなかった場合 
利用者が亡くなられた場合 

 
１０ 身体拘束について 

・利用者又は、他の利用者の生命若しくは身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き、 
身体拘束及びその他の方法により、利用者の行為を制限する事はありません。 

・利用者の行動を制限する場合には利用者及び家族に対して、事前又は事後、速やかに行動を 
制限する根拠･内容･期間について説明します。 

 
１１ 緊急時の対応方法 

・サービス提供中に容態の変化等があった場合は、必要に応じ主治医、担当医、家族、居宅介護支

援事業所へ連絡します。緊急に処置が必要な場合は当院にて対応します。 
 

１２ 事故発生時の対応 
 ・サービス提供中に事故が発生した場合は、必要に応じ応急処置、医療機関への搬送等の措置を講

じ、速やかに家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行います。また、事故の状況及び処置等につ

いて記録するとともに、その原因を解明して再発を防ぐための対策を講じます。 
１３ 賠償責任 
 ・サービスの提供に伴って、事故の責任による事由の場合、利用者に生じた損害については賠償責

任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められた場合は、状況を判断し賠償責任を

減じることとします。（当事業所は東京海上日動火災保険株式会社と損害賠償保険契約を結んでお

ります。） 
 
１４ サービス内容に関する苦情相談等 

・相談又は苦情等に対応する常設の窓口 
 因島医師会介護老人保健施設ビロードの丘 

所在地  尾道市因島中庄町１９５５ 
ＴＥＬ （０８４５）２４－１２９２ 
担当者  通所リハビリテーション責任者 上村修一 
対応時間 午前８：３０～午後５：００ 

・円滑に苦情を処理するための体制及び手順 
  管理者は苦情を受けた場合、内容を文書に整理し因島医師会の担当理事に報告し苦情内容に関係

する者に連絡をとり善後策を協議します。結果は文書に整理して利用者へ返し、それを保存しま

す。 
・行政機関その他苦情受付機関 

  □ 尾道市南部地域包括支援センター     □ 尾道市福祉保健部高齢者福祉課介護管理係 
    所在地  尾道市因島中庄町１９５５     所在地  尾道市久保１丁目１５－１ 

ＴＥＬ  （０８４５）２４－１２４８    ＴＥＬ  （０８４８）２５－７４４０ 
□ 因島福祉保健福祉係（尾道市因島総合支所） 

    所在地  尾道市因島土生町７－４ 
 ＴＥＬ  （０８４５）２６－６０２９  

□ 広島県国民健康保険団体連合会 
 所在地  広島市中区東白島町１９番４９号「国保会館」 
 ＴＥＬ  （０８２）５５４－０７８３  
 

１５ 非常災害対策 
 ・事業所は、消防計画等の防災計画に基づき、定期的に避難・救出等訓練を行う。 
 
１６ 秘密保持について 

・業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、契約中及び契約終了

後も第三者に漏らすことはありません。事業所職員が退職した場合も同様です。 
・「個人情報使用同意書」に記銘捺印していただいた場合、サービス担当者会議等で個人情報を 

利用できるものとします。 
  

私は、本書面に基づいて通所リハビリテーション担当者より施設利用契約における重要事項の説明

を受けた事を確認します。 
 
 

令和    年    月    日 
 

説明者     氏名                     
 
     

利用者     氏名                    
 
     

利用者の家族等        氏名                    


